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与をするという適応だったのですが、2018年、19年には、悪くならないように定期的に投与するこ

とが適応になりましたので、それで使用量が増えたと言えるかと思います。

　アルブミンの国内自給が低かった要因

が、DPC導入などいろいろ言われていました

けども、実はやっぱり価格差ということと、

それから海外企業の積極的なプロモーショ

ンも、一番大きな理由だったのではないか

と思います。

　その理由としては、免疫グロブリン製剤

の適応疾患が2010年以降、非常に増えてき

ました。適応が増えれば使用量は増えるの

は、当然です。

　そして2018年にはCIDPに対する適応が海

外の製剤で通りました。ということで、この

の海外の製剤を使うことが多くなり、国内

自給が下がっています。このCIDPに対する

投与というものが以前は悪くなった時に投

　免疫グロブリン製剤は、ずっと95％ぐら

いの国内自給を維持しておりましたけど

も、2010年ぐらいから使用量が急速に増え

まして、そして国内自給は下がっています。
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　その証拠に、免疫グロブリン製剤の全体

の使用量は神経内科が最も多いです。次い

で小児科と血液内科です。皮下注製剤がで

きましたけれども、これも血液内科と神経

内科における使用が多いという結論であり

ました。

　そして疾患ごとで見てもCIDPが最も多い

です。あと他に多いのも神経難病が非常に

多くなってきているということで、この辺

りが今後、増えていく可能性があります。

　血漿分画製剤、特に免疫グロブリン製剤

の使用量が増えますと、製剤を作るための

原料血漿の使用量もこういう形で増えてい

ます。20～30％の増加があるという状況で

す。たまたま今年は企業の都合で120万Lで

すけども、今後はこれがさらに増えていく

可能性があります。
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　それに対して当センターでもいろいろ対

策を取っております。

　そして通常の輸血医療が行われると原料

血漿が集まってきます。それによって全体

の60％は通常の輸血療法、輸血医療を行う

ことによって集まってきますが、残りの

40％は血漿採血でやらないといけません。

　非常に効果的に、来られた方から有効な

採取をしていこうというアルゴリズムを作

りまして、それに沿って取りこぼしのない

ように、効率的に原料血漿が集められるよ

うに対策を取ってやっています。
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　そのために当センターでは原料血漿量増

加に対する対策として、血漿採血専用の

ルームを今年の5月に設置しました。先ほど

出ましたけども、加藤厚生労働大臣、小池都

知事、それから日赤の社長、本部長、それか

ら患者会の理事長、中央区の区長、非常にす

ごいメンバーが集まってオープニングセレ

モニーをしました。それだけこのルームの

意義というのは大きいのだろうと思いま

す。

　今現在、海外では、これも先ほど言いまし

たけども、アルブミン製剤や免疫グロブリ

ン製剤の使用量が非常に増えています。

　それも全血採血から得られるものではな

く、血漿だけを取る血漿採血で集められて

いるということで、多くの国が2014年と

2018年を比較すると、急激に免疫グロブリ

ン製剤の使用量が増えております。日本も

増えていると言いつつも、これぐらいです。


